
行政

文化

教育福祉

福祉

手続き

西
鉄
太
宰
府
線

西
鉄
天
神
大
牟
田
線

問い合わせ　文化財課　保護活用係（☎内線４７２）

古代の客館跡（史跡広場）がオープンしました
特別史跡水城跡　西門西側園路がオープンしました

問い合わせ
　　　経営企画課　企画政策係（☎内線535）

2020年工業統計調査を実施します

客
館
と
は

　

古
代
の
大
宰
府
は
海
外
と
の
交

流
が
盛
ん
で
し
た
。
外
交
の
た
め

は
る
ば
る
来
訪
し
た
外
国
の
使
節

が
滞
在
し
た
の
が
、
客
館
で
す
。

　

碁
盤
目
に
区
画
さ
れ
た
当
時
の

街
の
４
区
画
も
使
う
広
い
施
設

で
、
外
国
使
節
が
利
用
し
た
大
型

建
物
や
高
級
食
器
が
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。

主
な
見
ど
こ
ろ

・
古
代
の
街
路
を
表
示
し
て
お
り
、

街
の
区
画
を
体
感
で
き
ま
す
。

・
見
つ
か
っ
た
大
型
建
物
跡
な
ど

建
物
跡
の
位
置
を
、
平
面
表
示

し
て
い
ま
す
。

・
隣
接
す
る
展
望
所
か
ら
、
史
跡

を
一
望
で
き
ま
す
。

・
日
本
遺
産
「
西
の
都
」
ア
プ
リ
を

現
地
で
使
う
と
、
復
元
し
た
客

　

館
の
姿
を
視
聴
で
き
ま
す
。⎝
ｉ

Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
、
Ａ
ｎ
ｄ
ｒ
ｏ
ｉ

ｄ
対
応
。
無
料
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
⎠

史
跡
の
利
用
に
あ
た
っ
て

・
住
宅
街
に
あ
り
、
線
路
や
県
道

が
す
ぐ
横
を
通
っ
て
い
ま
す
。

安
全
安
心
の
た
め
、
ル
ー
ル
を

守
っ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た

史
跡
利
用
以
外
の
駐
輪
は
ご
遠

慮
く
だ
さ
い
。

・
バ
ス
の
乗
入
、
イ
ベ
ン
ト
利
用

な
ど
は
、
事
前
に
協
議
や
手
続

き
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
水
城
西
門
跡
か
ら
大
野

城
市
水
城
ゆ
め
広
場
を
結
ぶ
史
跡

整
備
工
事
を
行
い
、
４
月
に
園
路
が

オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。水
城
跡
の
見

学
や
散
策
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

生
活
支
援
課
で
は
、
経
済
的
に

困
窮
し
、
健
康
・
仕
事
・
家
族
・

お
金
、
ひ
き
こ
も
り
や
就
職
氷
河

期
世
代
な
ど
生
活
に
関
わ
る
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
を
一
つ
一
つ
整
理

し
、
解
決
の
方
法
を
一
緒
に
考
え

る
た
め
、
次
の
よ
う
な
支
援
を
行

い
ま
す
。
相
談
の
際
は
事
前
予
約

を
お
願
い
し
ま
す
。

‹
自
立
相
談
支
援
事
業
›

　

自
立
相
談
支
援
員
が
不
安
や
困

り
ご
と
を
伺
っ
て
、
解
決
策
を
一

緒
に
考
え
ま
す
。
相
談
か
ら
解
決

ま
で
、
そ
の
人
に
合
っ
た
支
援
計

画
を
立
て
、
関
係
機
関
と
連
携
を

取
り
、
相
談
者
に
寄
り
添
っ
た
支

援
を
行
い
ま
す
。

‹
住
居
確
保
給
付
金
›

　

家
賃
相
当
額
を
支
給
し
ま
す
。

　

収
入
が
減
り
、
住
居
を
失
っ
た

人
、
ま
た
は
失
う
お
そ
れ
の
あ
る

人
で
就
労
意
欲
の
あ
る
人
を
対
象

と
し
て
、
一
定
期
間
家
賃
相
当
額

を
支
給
し
ま
す
⎝
支
給
要
件
が
あ

り
ま
す
⎠
。

‹
家
計
改
善
支
援
事
業
›

　

債
務
整
理
や
家
計
管
理
な
ど
を

お
手
伝
い
し
ま
す
。

　

家
計
の
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩

れ
て
い
る
場
合
は
、
収
入
を
増
や

す
だ
け
で
は
な
く
支
出
を
見
直
す

こ
と
も
必
要
で
す
。
相
談
員
と
一

緒
に
家
計
を
見
直
し
、
安
定
し
た

家
計
の
維
持
を
応
援
し
ま
す
。

　

相
談
日
は
毎
週
㈪
、㈫
、㈭
で
す
。

‹
就
労
準
備
支
援
事
業
›

　

一
般
就
労
に
向
け
た
支
援
を
行

い
ま
す
。

　

今
ま
で
働
い
た
経
験
が
な
い
人

や
ひ
き
こ
も
っ
て
い
た
人
な
ど
、

す
ぐ
に
仕
事
に
就
く
の
が
難
し
い

人
に
対
し
て
、
生
活
習
慣
の
改
善
、

対
人
関
係
の
不
安
軽
減
、
職
場
体

験
に
よ
る
働
く
イ
メ
ー
ジ
作
り
や

自
信
回
復
な
ど
、
一
人
一
人
の
状

況
に
合
わ
せ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作

成
し
、
自
立
に
向
け
た
支
援
を
行

い
ま
す
。

　

相
談
日
は
毎
週
㈪
、㈬
、㈮
で
す
。

　

西
鉄
二
日
市
駅
近
く
で
見
つ
か
っ
た
古
代
の
客
館
跡
⎝
特
別
史
跡
大

宰
府
跡
⎠
は
、
史
跡
整
備
工
事
を
行
い
、
４
月
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

　

経
済
産
業
省
が
主
体
の
工
業
統

計
調
査
を
２
０
２
０
年
６
月
１
日

現
在
で
実
施
し
ま
す
。

調
査
の
対
象　

従
業
者
４
人
以
上

の
全
て
の
製
造
事
業
所
が
対
象

で
す
。
た
だ
し
、
従
業
者
が
３
人

以
下
の
事
業
所
に
つ
い
て
も
、

準
備
調
査
と
し
て
、
事
業
所
名

や
従
業
者
数
な
ど
の
確
認
を
行

い
ま
す
。

調
査
方
法　

郵
送
に
よ
る
配
布
に

て
実
施
し
ま
す
。

調
査
結
果
の
利
用　

中
小
企
業
施

策
や
地
域
振
興
な
ど
、
国
お
よ

び
地
域
行
政
施
策
の
た
め
の
基

礎
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
ま

す
。

　

な
お
、
調
査
票
に
ご
記
入
い
た

だ
い
た
内
容
は
、
統
計
作
成
の
目

的
以
外
⎝
税
の
資
料
な
ど
⎠
に
使
用

す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ

ん
。

　

調
査
の
趣
旨
・
必
要
性
を
ご
理

解
い
た
だ
き
、
ご
回
答
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問い合わせ
　学校教育課　義務教育係（☎内線469・448）

就学援助の申請はお済みですか

　

小
・
中
学
校
で
の
必
要
な
経
費

⎝
学
用
品
費
や
給
食
費
・
中
学
校

ラ
ン
チ
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
な
ど
⎠

を
支
払
う
こ
と
が
困
難
な
世
帯
を

対
象
に
、
そ
の
費
用
を
援
助
す
る

就
学
援
助
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

本
年
度
分
の
受
給
希
望
者
で
未

申
請
の
人
は
、
早
め
に
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。⎝
５
月
８
日
㈮
ま
で

に
申
請
を
さ
れ
た
人
は
、
４
月
１

日
㈬
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
認
定
さ
れ

ま
す
。
⎠

対
象

・
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け

て
い
る
世
帯
⎝
証
書
を
持
参
く

　

だ
さ
い
。
⎠

・
市
民
税
非
課
税
の
世
帯

・
生
活
保
護
の
廃
止
通
知
を
受
け

た
が
、
な
お
生
活
に
困
っ
て
い

る
世
帯

・
経
済
的
理
由
な
ど
で
援
助
が
必

要
と
認
め
ら
れ
る
世
帯

※

太
宰
府
市
立
以
外
の
小
・
中
学

校
に
通
っ
て
い
る
市
内
在
住
者

も
支
給
対
象
で
す
。

持
っ
て
く
る
も
の

認
印
、
通
帳
な
ど
振
込
希
望
口

座
が
わ
か
る
も
の
。

40歳未満がん患者を支援します

問い合わせ
　　　　元気づくり課健康推進係☎(928)2000

　

小
児
・
Ａ
Ｙ
Ａ
世
代
⎝
40

歳
未

満
⎠
の
が
ん
患
者
に
対
し
て
、
訪
問

介
護
、
福
祉
用
具
貸
与
・
購
入
に

要
す
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま

す
。

対
象 

次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

・
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
に
市
内
に
住

所
を
有
す
る
40

歳
未
満
の
人

・
末
期
が
ん
患
者

・
在
宅
で
の
療
養
に
お
い
て
、
生

活
支
援
ま
た
は
介
護
が
必
要
な

人
・
他
の
事
業
に
お
い
て
、
同
様
の

助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
人

助
成
内
容　

訪
問
介
護
、
福
祉
用

具
貸
与
・
購
入
に
要
す
る
費
用

⎝
１
か
月
あ
た
り
上
限
６
万
円
⎠

の
う
ち
、
９
割
⎝
生
活
保
護
世
帯

は
10

割
⎠
に
相
当
す
る
額

利
用
方
法 

申
請
書
と
主
治
医
の

意
見
書
を
保
健
セ
ン
タ
ー
に
提

出
し
、
利
用
決
定
後
に
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
た
領
収
書
な
ど
を
添

え
て
助
成
の
請
求
を
し
て
く
だ

さ
い
。

※

必
要
書
類
な
ど
、
詳
細
は
保
健

セ
ン
タ
ー
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

問い合わせ　生活支援課　生活支援係（☎内線375）

生活困窮者への生活の困りごと相談窓口を開設しています

問い合わせ
国保年金課　国保年金係（☎内線３０６）
南福岡年金事務所　国民年金課　☎（５５２）６１２８

国民年金Q＆A

Ｑ
会
社
を
退
職
し
た
場
合
、
年
金

の
手
続
き
は
ど
の
よ
う
に
し
た

ら
よ
い
で
す
か
。

Ａ
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
20

歳
以
上
60

歳
未
満
の
人
は
、
厚

生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
な
ど

の
公
的
年
金
制
度
に
加
入
し
て

い
る
人
を
除
き
、
国
民
年
金
へ

の
加
入
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

会
社
を
退
職
し
た
人
は
、
国
民

年
金
第
１
号
被
保
険
者
⎝
自
営

業
者
、
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
、
無

職
者
等
⎠
の
加
入
手
続
き
を
居

住
す
る
市
区
町
村
の
国
民
年
金

担
当
窓
口
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
配
偶
者
が
第
３
号
被

保
険
者
⎝
厚
生
年
金
加
入
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
⎠
で

あ
っ
た
場
合
は
、
合
わ
せ
て
第

１
号
被
保
険
者
へ
の
種
別
変
更

手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

手
続
き
の
際
に
は
、
年
金
手

帳
、
印
鑑
、
退
職
日
の
分
か
る
書

類
⎝
離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
、
厚
生
年
金
資

格
喪
失
証
明
書
、
辞
令
書
な
ど
⎠

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

太宰府市役所　代表電話 (921)2121  FAX (921)1601市ホームページアドレス　http://www.city.dazaifu.lg.jp/ 1819 広報だざいふ 2020.5.1 （令和 2 年）広報だざいふ 2020.5.1 （令和 2 年）



福祉

福祉健康

問い合わせ

福祉課　福祉政策係（☎内線３６３）

または福岡県福祉労働部保護・援護課☎（６４３）３３０１

令和２年度　厚生労働省慰霊巡拝のお知らせ
問い合わせ

特定健診について　国保年金課（☎内線312）

がん検診について　元気づくり課（保健センター）☎（928）2000

令和２年度健康診査実施の見合わせについて

　

戦
後
70

周
年
と
い
う
節
目
の
機
会
を
と
ら
え
、
今
日
の
我
が
国
の
平

和
と
繁
栄
の
礎
と
な
っ
た
戦
没
者
等
の
尊
い
犠
牲
に
思
い
を
い
た
し
、

国
と
し
て
改
め
て
弔
慰
の
意
を
表
す
る
た
め
、
戦
没
者
等
の
ご
遺
族
に

特
別
弔
慰
金
⎝
記
名
国
債
⎠
を
支
給
す
る
も
の
で
す
。

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
先
の
大
戦

に
お
け
る
戦
没
者
の
人
々
を
追
悼

し
、
平
和
を
祈
念
す
る
た
め
、
慰
霊

巡
拝
団
員
を
募
集
し
ま
す
。

資
格　

各
地
域
に
お
け
る
戦
没
者

の
遺
族
⎝
配
偶
者
⎝
再
婚
し
た
人

を
除
く
⎠
、
父
母
、
子
、
兄
弟
姉

妹
、
孫
、
甥
姪
、
参
加
す
る
遺
族

⎝
子
・
兄
弟
姉
妹
⎠
の
配
偶
者
⎠

費
用　

目
安
は
、
お
お
よ
そ
20

万

∼
35

万
円
。
硫
黄
島
の
場
合
は

２
万
∼
３
万
円
で
す
。

※

予
定
時
期
、
期
間
、
人
員
な
ど
相

手
国
の
都
合
な
ど
に
よ
り
変
更

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

支
給
要
件

以
下
の
全
て
に
該
当
す
る
こ
と
。

・
令
和
２
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、

「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料
」

や
「
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等

援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
」
な

ど
を
受
け
る
人
が
い
な
い

・
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
に
出
生

し
て
い
る
こ
と
。
な
お
、
子
は
戦

没
者
等
の
死
亡
当
時
の
胎
児
も

含
む
。

支
給
内
容

額
面
25

万
円
、
５
年
償
還
の
記

名
国
債

請
求
期
限

令
和
５
年
３
月
31

日
㈮
ま
で

必
要
な
も
の

印
鑑
、
請
求
者
の
戸
籍
抄
本

※

そ
の
他
別
途
書
類
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。

※

請
求
書
関
係
は
上
記
の
問
い
合

わ
せ
先
に
備
え
付
け
て
い
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
に
伴
い
、
ま
ん
延
防
止
や
安
全

確
保
の
観
点
か
ら
、
６
月
か
ら
開

始
予
定
の
特
定
健
康
診
査
・
一
般

健
康
診
査
・
が
ん
検
診
⎝
胃
・
乳
・

子
宮
・
肺
・
大
腸
・
前
立
腺
が
ん
⎠

の
実
施
を
下
記
の
と
お
り
見
合
わ

せ
ま
す
。

　

日
程
な
ど
が
確
定
し
た
の
ち
、

改
め
て
広
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
で
皆
さ
ん
へ
ご
案
内
し
ま
す
の

で
、
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

受付・問い合わせ　福祉課　福祉政策係（☎内線３６３）

戦没者等のご遺族の皆さんへ

第十一回特別弔慰金の受付を開始しました

ビスマーク諸島

ミャンマー

トラック諸島

フィリピン（１班）

フィリピン（２班）

フィリピン（３班）

硫黄島（第１次）

硫黄島（第２次）

10月10日㈯～10月17日㈯

11月12日㈭～11月20日㈮

10月23日㈮～10月28日㈬

2月19日 ㈮～2月26日㈮

11月中旬

2月中旬

5月27日

6月 9日

6月10日

9月 2日

－

－

㈬

㈫

㈬

㈬

－

－

集団健（検）診

特定健康診査

一般健康診査

がん検診

（胃部X線・乳・子宮・

肺・大腸・前立腺がん）

特定健康診査

大腸がん検診

胃内視鏡（胃カメラ）

検診

個別健（検）診

【今後の予定】

実施予定時期
市への申し込み

締切日

支給対象者（下記順番による最先順位のご遺族１人）

戦没者等の子

令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法に

よる弔慰金の受給権を取得した人

次の要件を全て満たす、③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹

・戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していた。

・令和２年４月１日時点で戦没者等の遺族以外の人と、氏

を改める婚姻をしていない、事実上の婚姻関係にない、

養子になっていない。なお、戦没者等の死亡日前に行っ

た婚姻や養子縁組が令和２年４月１日時点で継続して

いる場合は問題ありません。

上記③～⑥の要件を満たさない⑦父母⑧孫⑨祖父母⑩兄

弟姉妹

戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上戦没者等と生計

関係を有していた人で、戦没者等の葬祭を行った三親等

内親族

戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上戦没者等と生計

関係を有していた人で、戦没者等の葬祭を行わなかった

三親等内親族

順
位

①

②

③
∼
⑥

⑦
∼

11

12

10

6月下旬開始予定でしたが、当面の間、
健（検）診実施を見合わせます。
●対象者の皆さんへ配付していまし

た特定健康診査の受診券は、健診
実施の目途が立ちましたら順次お
送りします。

6月開始予定ですが、延期の可能性が
あります。

7月開始予定ですが、延期の可能性が
あります。
●対象者の皆さんへ配付していまし

た胃内視鏡検診のクーポン券は、検
診実施の目途が立ちましたら順次
お送りします。

※受付開始直後（6 月ごろまで）は窓口の混雑が予想されます。
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